
プロジェヴ卜研究 11 児童福祉施設の機能と役割に関する研究

施設ケアワーカーの職務内容に関する研究(その2)

研究第 9部 吉海英子

坂本 健

要旨
社会福祉施設に対するニーズがますます高まっている中で，施設の処遇過程を充実 発展させるための一つの鍵と

なるのが.マンパワーの課題であり.対象者の直接の担い手となる処遇職員の役割は大きい.なぜなら 彼らは対象

者と生活をともにしながら その成長発逮を支援し，あるいは問題解決への援助を主業務としているからであり.専

門的能力として，高度の創造性及び状祝判断能力.舟析力が必要とされる.それにもかかわらず処遇職員に対する評

価は.ケースワーカーやグループワーカー.コミュニティワーカーをはじめとする他の社会福祉専門職従事者に比

べ，必ずしも十分とはいいがたい現状である.しかし対象者一人ひとりに合致したサービスを提供し，その評価を行

ない.その人なりの自立にむけてチーム処遇を原則として実践される日常生活処遇は.社会福祉のー専門機能として

位置づ吋もれなければならないものである.本研究ではとうした状況に緩み，日常生活処遇の客観化をはかる中か

ら.施設楢祉サービスの特性を解明.処遇見直しの一助とすることを目的としている.日常生活処遇の枠組の策定に

あたっては，直接処遇職員の参加をえて作成したものである。来年度には，全国の多種施設を有する社会福祉法人の

処遇職員を対象に調査を試行する予定である.

見出し語

日常生活処遇，処遇の枠組.施設処遇体系，社会福祉法人
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Takeshi SAKAMOTO 

Abstract 

Among the greatest needs of $ocia1 welfare institutions.the key to develop and fu1fi1 the institutions 

care process. is the subject of manpower. And the role of the careworker who gives the dire，ct h'elping 

hand to the object of care is great. This is because the careworkerェsliving with and supporting the 

object of care: and solving the problems of the object of care is the careworker's main activity. 

High level creativity. power to judge circumstances. the capacity to analyse with professional 

ability are essential. However. asseSSments of the careworker are not always enough nowadays when 

copared witb the work of otber $ocia1 welfare professional workers. caseworkers. group workers 

community workers and other socia1 we1fare professiona1 workers. Provision of assistance ~o peop1e 

according-to their needs. assessment of those needs. and giving daily care as members of a team with 

the object of making the peop1e ab1e to look after themselves shou1d be regarded as the function of 

professiona1 socia1 we1fare work. In this study we 100k objective1y at daily 1iving care. making 

clear the institutional welfare service's specia1 nature. in order to assist in the improvement. with 

the participation of the direct-care work;r. of the framework and p1anning of dai1y living care. Next 

year a trial plan wi1l be given to the careworkers of many social we1fare juridica1 person which have 

various types of institutions a1l over Japan. 

Key Words 

daily living care; f1amework of care ; institutiona1 care system socia1 welfare juridicalρerson 
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1 研究目的と継続研究の意味 彼らの勤務する施設は児童・陣答者・老人・その他

とライフサイクルのすべてを包含するものであり。その

本年度も前年度に引き続き，多種施設(児童一陣寄ー 数は60種をこえる.また利用形態も適所型・入所型・そ

老人)を有する O法人で，処遇職 5-10年の経験者と研 の他にわかれる.とうしたことから。施設種別ごとに処

究会を重ねてきた. 遇の中身は遣っており，その概志は茨 lのようにまとめ

とれまでの研究協議の結果を艶理し.それを土台にす られる.そ ζ には養育 保護・養護 指導 援助ー治

えながら，施設入所対象者の生活過程及びそれへの処遇 療・訓練といった用語が散見されるが.同じ用語でも

職員の関わり方を検討してきた.すなわち基本的な生活 施設種目lごとに.また伺種施設内でも施設ごとにその意

の宮みの分析と処遇の枠組策定にむけて.日常生活の見 昧内容は異なっている.己のことは施設の数だ吋処遇内

直し作業にとりかかったのである. 容がさまざまであることを意味している。

とれらの日常処遇に関する先行研究には，処遇職員の ではその処遇とはどのようなものを指しているのであ

タイムスタディをはじめとして，諸種施設別の施設機 ろうか。とれを明らかにするためには，職務内容の分析

能・サービスの内容チェックリストの作成をみ，試行さ が手がかりとなる。一例として，やや古くなるが昭和46

れてきている。また看護領域にお吋る対車論として.人 年に出された中央社会福祉審誠会職員問題専門分科会起

聞は生物体.生活体の統一体であることを明示してお 草委員会の資料から.児童福祉施設の児童指導員田保母

り，人閣を平面的，断片的かつ直線的なとらえ方をして に求められる職務を見てみたい。

はならないと強調している.しかし一方で.看護という 己れによると，保母の職務は起床から就寝にEるまで

側面から一方的に対象者をとらえやすい事実も指摘して の生活の企領域に関わるものとなっている.つまり 24時

いる.いわば，対象者のおかれている状態は目閉じ障害 問対説児盤と生活をともにしながら，彼らを側面から援

や問題をもっていても f全く異なる個Jである存在とし 助するとと.とれが直接処遇職員の第ーの業務である。

ておさえなければならないのである。 しかし己のととは.次のような問題を生起しがちであ

したがって 現時点にお吋る対象者の生活過程の本質 る.その問題とは，職務内容が人聞の生活全般にわたる

を重視し.当り前の日常性の中に，その対象者にとって 己とから，処遇のもつ意味を規定することが困難なこと

いかなる論理が潜在しているのかを探りだす.処遇職員 である。特に入所施設で提供されている日常生活処遇の

の不断の努力が求められる.その装勢 対応.行動己 多くは.家庭内で主として女性によって担われている家

そ 科学することではなかろうか. 事労働と表面的には非常に似通っているために，常に単

その意味で，諸批判のあることを承知しながら.不断 純労働と混同されがちであるというととである。しかも

の努力への一端を担いたく.ここに処遇の基本的枠組を 全体の中でこうした日常生活指導のしめるウェイトが非

再考し.なお後述するチェックリストを検討したわけで 常に高いこと(前報告において.直接処遇職員の平閥的

ある。 な一日の職務内容について分析したが目やはり日常生活

次年度は とのリストをもとに多種施設を有する法人 援助とその関連業務のしめる割合は，高いものであっ

(一地域内で)の処遇廠貝を対象に調査し.その結果を た。詳しくは「施設ケアワーカーの職務内容に関する研

まとめたいと思料している.今年度は.リスト作成過程 究(その1)J W日本総合愛育研究所紀要第25集 APP.75ー

を中心に中間報告として位置づけるものである. 93所収の図 1-5委?<<)もあいまって.直接処遇職貝に対

する社会的評価は.必ずしも十分とは言い難いというの

H 社会福祉施設処遇の枠組とその視点 が事実である.従って.処遇についての意味内容を盤理

し.実践の枠組を明らかにしていくことが強く求められ

1 処遇の枠組構築の必要性 ている.

今日.社会福祉関係に従事する職員は公私あわせて77 なお社会福祉専門職が他の専門職に比べて社会的評価

万人(昭和62年)をこえる。その中で社会福祉施設に勤 が低いといわれる理由について，社会福祉従事者はどの

務する従事者はおよそ 58万人 (75% )をかぞえる.これ ようにみているか.社会福祉研究所の調査によると. 3 

を職種別にみると.社会福祉の直接の担い手となる職 人に l人が『社会福祉固有の専門性が実務上見出し難い

員，すなわち対謀者と芭接関わる職員.一般的に保母ー ため」と笹え. 20%近くの人が. r社会福祉の理論的体

指導貝などと呼ばれているものが. 6割弱をしめてい 系が確立しておらず 科学としての水準が低いため」

る. r家事労働に類似した面があるために一般に誰でちでき
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ると恩われているから」と答えている(社会福祉研究所 競争が期待される今日，社会福祉サービスとして提供さ

編 F社会福祉専門職者の実践と意識に関する調査 (1986) れる処遇が，民間企業の営利サービスとして提供される

A P77).そして保母について限定するならば. r家事労 それに対して，十分に遜色のないものであることが条件

働に類似した面があるために一般に誰でもできると思わ となる。そのためには，常に処過のあり方を厳しく聞い

れているから j の回答が30同となっている。とうした調 ながら実践を高めていく己とが肝要であり，その一つの

査結果から推測される ζ とは，社会福祉従事者自身が毎 指針として.処遇の枠組が生かされよう.

自の処遇に対し目専門性という観点から，理想と実践と 社会福祉施設では，休みなく貴重な実践が積み重ねら

のギャップに苦悩している袈である.それだ貯に.直接 れている。しかしその理論化は {也の分野に比べ，遅れ

処遇職員が担うべき固有(独自)の業務を明らかにする ているという指摘は否定できない.処遇論の展開の必要

ことが必要とされている. 性が多くの論者によって指摘されているが，処遇の枠組

社会福祉処遇の重要性は，人にあることは論を待たな が.処遇体系構築への一助となることを願いたい。

い.多くの従事者は，必ずしも十分とは言えない諸条件

の中で実践を積み重ねている.しかし従事者の意識を問

う報告もみられる.例えば吉本充賜氏は障害者施設に勤

務する職員の意識調査から “従事者は総じて消極的で

ある。処遇目標を持たぬ者が約 4剖.心構えを強調する

者が約3割，技術の向上と社会復帰志向が約2割とな

り.観念的ないしは，技術的なものにかたよっていると

いえる。また 4人に 3人は.自分やわが干の施設入所を

否定している H として.従事者の意識の問題をとりあ

げている.との問題は.社会福祉従事者一人ひとりに関

わる重要な課題であるが.職員としてのあり方が厳しく

関われるととろである.なぜなら，処遇目標をもたない

のならば，それは専門的援助とはいえず 単に家事労働

と同じレベルに帰結してしまうからにほかならない.社

会福祉実践の側面からも.枠組の明示が要請されてい

る.

昭和田年からの 13年間で.社会福祉施設は1.5倍.対

象者は1.2倍に増加した(表2).との背景には.老人人

口の急増，要介護老人の増加，家庭の介護機能の低下に

よる介護の社会問題化などにより，老人を中心として社

会的ケアの需要が拡大したとと{最近では.児盤福祉分

野でも育児・子育ての外部化が進んでいるが)が大きな

要因となっている。それだけ社会福祉施設に対する社会

的期待の度合いが高まっているものと推察されるが と

の社会的要請にEのように応えていくか.対象者のニー

ズの複雑多様化が叫ばれて久しい今日，新規のニーズへ

の対応も当然のように求められている社会福祉施設にと

って，それへの対応は.存続にあたっての必要条件であ

る.さらに対象者の意識の変化により.より質の高い処

遇が求められようとしている今日.単に生活の場の提供

のみならず より施設の目的に沿った専門的機能の充足

が不可欠である。さらに老人福祉分野において顕著にみ

られるように.シルパーサービスへの民間企業の参入に

より。将来的には措置施設も民間企業と対等な立場での

2 日常生活処遇の意味

前節では.処遇枠組が必要となってきた背最について

述べた。次に施設処遇の基本となる日常生活処遇の意味

について考察し.処遇の基本的ポイントについて検討す

る示唆としたい.

従来社会福祉の直接的援助技術としては，ケースワー

ク.グループワーク.コミュニティワークという三つの

方法が用いられてきた.しかし前述した諸背景のもと

これまでの援助方法では十分にカバーできない領域一例

えば食事・入浴など，社会福祉施設にお吋る固有の領域

の確立が強く求められている。このような日常生活処遇

は一般にケアワーク，インスティチューショナル・ワ

ク，レジデンシャル・ワークといわれ，論者によって，

また用いられている状況によってその内容を異にしてい

る.用語の概念規定が必要であるが 本稿では.直接処

遇職員によって行なわれる日常生活処遇全般をケアワー

クとし，そのケアワークについて考察を行なうというと

とで.用語の盤理については今後の課題として稿を改め

たい(伺様に，ケアワークを駆使するケアワーカー，直

接処遇職員がソーシャルワーカーであるかないか.大き

くとらえるならば，ケアワークはソーシャルワークのー

っとして位置づけられるのか.それともソーシャルワー

クとは異なる独自の領域を形成するものなのかについて

も言及しない.本稿では.ケアワーカーの駆使する処遇

の具体的中身の意味付貯に限り論を進出る). 

そこでケアワークの意味について考えてみたい.施設

において，保母・指導員と呼ばれる処遇職員によって対

象者が受ける援助は.朝の起床にはじまり，食事 排

池・入浴時の介助.スポーツ 趣味の指導 各種の相

談 援助など，表3.4で例示されているように生活とそ

れに関わる圭領域を包古する幅広いものとなっている.

処遇職員は生活の場を共有しながら.つまり対車者の24

時間の生活に関わり日常生活の媛幼を行いながら，対象
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λ所施設の対象者，処邑直接処遇蛾員

施設叩種類 条文 施設の対章者 処遇 。1 対3象者6の年12齢層15 18 20 備65由
直接魁E職員と定数

助産施設 第 36条
保済と的が理上でJ由き要にながいよ妊あり産る，入婦に院もか助産かわを受らず付.る経こ

助産 l i 11  1 1 1111l 1 

乳児院 第 37条 乳児 養育 H 保母(看護婦の%を代行可能)@1.7 

母干寮 第 38条 配情偶に者あのる女な干い女及子び又そ¢は監とれ護にす準べずき児る事童
保護 H 母子20指世帯噂貝未満t1L嘩人指・導20員世帯以俣母上2人

1 1 

艶護施設 第 41条 保童話その者の他環な境い児上童養護，虐を要待すされる児て童いる児 養護 FH H 』明3歳書型貝満児・保@母2.年・駿少児端@部4員~哩@6
1 1 

児 精神薄弱児施設 第 42条 精神薄弱の児盤
保与自護活えすにる必る要となと虹も覇に椴，独能立を H H 児酎@4旨.導3員保母職樹齢革員

H 盤 盲児施設 第 43条 盲児{強度の弱視児を古む) 保伊護す=躍るとなと欄もに又，独は援立 児幼童指児導@員4 保5坪母@・職5樹齢草員

福 ろうあ児施設 第 43条 ろうあ児(強度の難聴児を含む}
保助自活護すに必る要となと指も導に又，独は援立 児怠幼児指導@員4 保~年母師・職業指導員

祉 虚 弱児 施設 副長の2 身体の虚弱な児.n! 康適増正な進潔を墳図をる与えて， 健 児E3E歳毘未串員満児・保@母2・年・職1->児澱@旨導4・員1--&手@6

肢施設体不自由児 43最の3 上体肢不，自下由肢)又のはあ体る替児童の機能の障害(肢 治与自療活えすUるIる袈となと賀も鴎に微，独能立を I I I I 11 慰割留幼民児草貝@I・0保・企母年・駿@樹20首導員
施

[ i i i i 
肢療護体施不設自由児 愚68条低基3準号 病自る院聾由にの育収があ容困る児す難童るなでともとを要し家ない庭肢に体お不吋

治療及び司1)練 I I I I I 児園@3陸5菖員保母職樹齢革貝
設 あのって，

111 1 

震施晶設心身障害児 43条町4 重が度毘視の精し神て薄い弱る及児童び重度の肢体不自由 保Eぴ草す日常る生と橘と併もに旨導，晶療 l ' H FH 児童封起草員ー保母

国立療養所 幻条2項 肢体不自由児又は盤晶己身障害児
肢茄る体と己噴不同儲様自害由な児児治施施療設設等又にはお重け

自閉症児施設 最4低8基条準 自閉症を主たる症状とする児童 指医療導，心恵指導及び生活 児盤第l旨導種員@6.保7母第・職2種業指@導4貝3 

犠鰻腕期 43条の5 軽未満度のの情児瀧童探稽を有するおおむね12殺 情緒障害を治すこと : I I I I 児@童甘5旨導員保母

I I I r 

ま10111院 第 44晶 不盤良行為をなし，又はなすE誌のある児 続車 i I I I I 続 E 教母職約締員
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吉海他児童福祉施設の機能と役割に関する研究

者の成長・発速を援助し.一人ひとりの自立につなげる て提供される毎日の動静が.トータルに対象者をみる有

ごとを自擦としている。 悶な資額を提供する立場にある。とのように対象者の金

との日常生活援助には.身体的ケアに関わる部分が吉 生活に関わる日常生活処遇の盤要性は大きく，社会福祉

まれるため.とれまであまり高い評価がなされてとなか 専門職としての位置づけがまたれるのである。

ったのは事実である.パークレイ報告においても 一般

に意義の低い日常的で単調なものと思われている"引と 3 処遇の枠組考察

指摘している.確かに 対象者に提供するサービスだけ 1) ライフサイヲルの観点からみた考察

を切り離して考えた場合，それは身体的接触をともなう 項目ごとの検討に入る前に，児童，障害。老人という

単純労働であるとの見方も成立する。事実日常生活動作 種別ごとの処遇の特質について考えてみたい。

が自立していない対象者が中A.'となる施設では，排浩・ 施設種別を問わず.すべての社会福祉施設において具

入浴の介劫など，日常生活援助の占める割合は高い。し 備しな貯ればならない機能は，対象者の成長 発速を突

かしその援助は目単純労働という低い視点からしか評価 現するために.各法に定められた目的.基準に沿った十

できないものなのであろうか. 升な処遇を提供することにあることは雷うまでもない.

対象者の状況は.当然の ζ とであるが一人として問じ との大原則のもと.書種施設では，対象者の特性やそれ

者はいない.仮に閉じ障害の程度であると判定された場 との関係に規定される目的・理念などにより，個々の施

告でも，その人のもつ心理的特性は千差万別であり，家 設において独自の専門性が展開されている.法に OIづい

族状況も異なっている.従って常に対象者一人ひとりの て専門分化が進んだわが国では.ことさらとの傾向が強

問題や症状の背景に留意しながら.そして時々の対象者 いようであるが，表 3には施設種別ごとの処遇の概要を

の動静を把握しながらケアを行う必要がある.ただ単に まとめてみた。各施設ともニーズの複雑多様化に対して

時聞がきたから排池の介助を行うというような，機械的 困難な課題をかかえているが.本項では 施設種別ごと

な援助をすればよいというのではないのである。介助と の専門的独自性を児童，陣容者 老人という 3つの大枠

いう業務に対し.それを対謀者一人ひとりに合致したも の中でとらえてみることとする.

のに変えていく力を持たなければならない.どのような 児童福祉施設にお貯る処遇の基本は，児童の成長・発

工夫を行えば.対象者の成長を援助し，残存能力の維 述への支援である。身辺の自立にはじまる基本的日常生

持.能力の回復に有効かを判断し.それを実践する己 活習慣の習得から社会的役割の学習に至るまで.児童の

と.ζ とにケアワーカーの専門性が見いだせるのであ 年齢や発逮の段階に応じた役割を体得させることが目様

る。これは決して誰にでもできる業務ではなく.創造性 となる。それにはまず児童と処遇職員との聞に信頼関係

及び状況分析を要求される仕事として位置づ貯られなけ を形成することが第ーの条件であり.情緒安定がはから

ればならないものである。 れるにつれ 自立へのエネルギーが開花する.との時処

対車者は日常生活欲求が充足されるにつれ，より高次 過織員は.児童の秘める潜在的能力をいかに引き出して

なニース'へと目標が移行する。 ζ の時ケアワーカーは. いくかが鑓となる.

対象者の自己実現にむ貯て彼らとともに歩まなければな 障害児・者施設の場合はどうであろうか。陣容の程度

らない.短期 中期・長期のそれぞれの目標を策定しな によって目標が変動するのは当然であるが 一人ひとり

がち，それも施設のみの生活に限らず，社会的関係の展 が保持している残存機能を最大限活用し.同時にそれと

開を古めて日常的に処遇の評価を繰り返す。そして常に の相乗効果により機能を新たに開発していくことが愚大

正確かつ科学的に問題点を把握し。よりよい処遇を追及 の目標とされなげればならない.そのためにリハビリに

していく姿勢を置くとと.との点にも.専門性が求めら 代表される各種訓練が実施されているが 日常生活のあ

れる理由が隠されている. らゆる場面を通して対車者の主体性を高め 最終的には

さらに施設における処遇は.担当職員のみによって行 障害を自己受容し.白骨なりの生活が送れるような処

なわれるものではない。いかなる場合でも.チーム処遇 過.つまり現状を維持しながら将来につながる処遇であ

を原則として組み立てられている.処遇職員閣の一貫し るととが肝要である.

た処遇方針が必要である.またその他叩専門職との協働 そのためには多くの段階をクリアしなければならない

体制の確立も必須の事項であり，ケアワーカーは.日常 であろう。しかし単なる生理的欲求の充足のみで終るの

生活処遇で得た知見を.他の専門職に提供する役富IJを負 ではなく(生活の拠点としての役割は十分に果たした上

っているととを確認すべきである。ケアワーカーによっ で) .たとえ霊度の障害を背負っている場合でも 人間
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表3 児童ー障害者一老人福祉施設の現状と処遇

児 盤 陣 書 者 老人

養護施設 精神薄弱者更生施設 身体障害者療護施設 養諮老人ホーム

処 遇 生活指導・基本的生活 生活指導等 日常生活に 健康管理 給食 身体的状況及び略

習慣の確立，豊かな おけるよい習慣の確衛生管理 好の把握

人間性及び社会性の 立，社会生活への適応給量 健康管理

海養 性の向上，レクリエー 更生訓練:障害を克服 衛生管理

職業指導.勤労の基礎 ション行事の実施 し，有する能力を活 生活指導等:機能回復訓

的な能力及び態度の 作業指導・自立して社会 閉するととにより， 練，入浴又は渚拭(2 

育成 生活を営む 社会経済活動への参 /W，レクリエーショ

保護者等との連絡 給量 加を可能ならしめる ン，行事

健康管理等 定期健康診 医学的訓練，心理的 医療

断の実施，入浴又は消 訓練，職能的訓練

拭 (2/W) 生活指導・社会適応性

衛生管理 を助成，入浴又は滑

拭 (2/W)

医療

|介護

現 状 -中高校生の増加 -中途障害者の増加，障害の重度化，複雑化 -寝たきり老人，痴呆性

-児童の非行，情緒陣 老人等の常時要介護老人

寄の問題 -長期化，霊度者の滞留化現象 の増加

-軽度精神薄弱児，身 家庭の介護力，家族の

体障害児の入所 扶養能力の低下による需

家庭指導 要の期大

緊急ケースへの対応 在宅福祉サーピλの推

進

実践課題 軽度精神薄弱児，非 -滞留化現量一高齢化しつつある入所者に対する -高齢で虚弱な入所者の

行児童の受け入れ及び 処遇方法の確立 増加ー医療的なケアを必

中高校生の増加ー居室 -要介助者への個別指導ー処遇者が自己の担当ク 要とする入所者に対する

編成の問!IIi，処遇の模 ラスを受け持つ場合には可能であるが，その他の 処遇の確立

索 場合には行き届かないとと -入所者に対する積極的

個別指導とグループ -処遇の継続性の確保一入所者の処遇方針等につ な働きかけ

指導の有効な組み合わ いて，全体的なコンセンサスをもって処遇に当た 入所者の個性を生かし

せ方の検討 ることは容易ではない ζ と た処遇

-職員間のチームワー -家族との関係の維持一預けっぱなしの家族への -職員閣の連携の難しさ

クの形成，発展 対応 -家族との受流を好まな

家族関係調盤へのア -ノーマライゼーションの観点に基づいた，地域 い入所者と交流を避ける

ブローチ との協働体制づくり 家族への対応

-関係機関とのネット -ボランティアの位置づけ 処遇の社会化のあり方

じークづくり -福祉事務所との関係

注・処遇櫛は，養護施設.児童福祉施設最低基準，精神薄弱者更宣施設 精神薄弱者援護施設基準，身体障害者

療護施設・身体陣害者更生施設等の設備及び運営について，養護老人ホーム 養護老人ホーム及び特別聾誕

老人ホームの設備及び運営に関する基準.養護老人ホーム及ぴ特別聾護老人ホームの設備及び速嘗に関する

基準の施行について，に示されている処遇に関する事項である.

-実践課題は，昭和62.63年度に行なった施設職員との処遇研究会の中で明らかになった探題の具体例である.
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吉揮他児宜福祉施設由機能と役割に関する研究

として生きていくためには.可能なととろから徐々に. るが，便宜上個々のアイテムに分けられているだ貯で.

その人なりの自立にむ吋ての援助が展開されなければな これらは全体として一つのまとまりを形成していること

らない。そのためには対象者を支える暖かい心とあわせ を確認しておかなければならない.各骨野は全く独立し

て.彼らの取り組みを促進させるような計画の立案，評 ているわけではなく目相E関係の中で成り立っているの

価という創造的展開が求められている。 である.

最後に人生の最終段階を迎えようとしている老人福祉 全日分野の中から紙面の関係でいくつかの項目をとり

施設の場合について考えてみたい。人間だれしも個人差 あげ，その意味を検討しておきたい.

が認められるが加齢とともに老化し.心身の機能が低下

するのは避げられず.そこから多くの生活問題を派生し @ 食事

がちである.とうした高齢者を対車とする老人福祉施設 社会福祉施設の処遇の中で食事のもつ意味は大きい.

において考慮しておかなくてはならないととは 高齢者 単調な生活になりがちな施設生活において.金事の楽し

特有の心理的特性への配慮である.いつか必ず訪れるで みはとりわけ大きなものである。楽しい食事は，対象者

あろう死への準備をどのようにはかっていくか.やはり を安定させる基となる.

落ち着いた平安な生活を用意するととが第一義であると 何よりもまず食事時聞がリラックスした楽しいひとと

恩われる. きとなるよう.雰囲気づくりに心がけることが肝要とな

しかしそればかりではない.安定した，個性豊かな老 る.食事を通して.食生活のもつ人間的暖かさを感得さ

後を富むには.できる限り自立しているととが好まし せるごとが大切である。すなわち食文化の創造といえよ

い.たとえ寝たきりの場合でも.生活の中に状祝に応じ う.処遇職員は.対象者とともに食事をしながら ある

て可能な範囲で自立するととを原則とした処遇を進めて いは援助を行ないながら.対望者一人ひとりに目を配

いくことが必要となる。それが「人間らしく生きる」と り.彼らの心をキャッチするよう努めることがポイント

いうことにつながるのである。 で，対象者との心の触れ合いを保つ好機である ζ とを認

一口に高齢者といっても多様である。ある程度自立し 織することが重要である.

た人もいれば.全面介助を要する人も多い.すべての人

に生きる喜びを与え.生きる価値を見出させるような個 @ 衣類

別化された処遇。 ζ れとそが目 「生活の場Jとしての老 衣服は。自分自身の感情を育て.自己を表現する一手

人福祉施設において求められる処遇の重要課題である. 段である。それだけに対象者の個性を育て.情緒安定と

児童ー障害児ー者一老人と.対象種別に処遇の目的に 存在価値を高めるのに有益となることに留意しな吋れば

ついて検討した。 ζζ から共通点として指摘されるとと ならない.その意味で.衣服の購入から洗濯に至るまで

は.いずれの施設においても対象者の金側面に働きかけ のー速の過程に.対象者自身が関与することができるよ

る処遇を実践しているととである。対象者のもつ問題と うなシステムづくりが求められる。また衣服の選択に際

その背景を理解しながら 総合的に対応していくこと. しても，対象者の好みや用途に応じて自ら選択できるよ

とれがケアワークの特徴である。そして逆に施設聞の遭 う配慮すべきであり.必要に応じて処遇職員が関わると

いを指摘するならば，対象者のニーズとの相関により， とにより，衣服に対するセンスを育てることにも有益で

どの部分のニーズ充足を第ーの目的としているかであ ある。

る.重度障害児・者施設のように，基本的欲求の充足が

主たる処遇となる施設がある一方で 将来の生活にむ吋 @ 居住環境

た社会関係の拡大にウェイトがおかれる養護施設などの 社会福祉施設においては 対象者の生活空間の確保は

施設もある。いずれにしても。対草書の特性や社会・経 大きな問題である。自分の居室に入ったならホッと一息

済・家族状況など.生活の金側面の発速を課題としてと つけるような，かっ自分の部屋であるという所属感を持

らえていく方向性が要求されている. てるような居室であるべきである.居室は.肉体的疲労

回復の場であるとともに.精神的安息の場でな吋ればな

2) 処遇場面からみた考察 らない.しかし残患ながら現行の施設基準は.物的には

己れまで述べてきた観点に基づき.表 4にあげるよう 低位であることは否定できない.

な項目で処遇のポイントをまとめてみた。大きく日常生 そ己で ζ うした環境をどのようにいかしていくかが間

活 習慣 7骨野.対人社会関係 9分野に区分されてい われている。処遇職員と対象者がともに知恵を出し合
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い.住み良い居室づくりを進めるととが肝要となる。物 いう椙E関係があり.その過程で社会性や主体性が培わ

理的条件の厳しさに対する処遇職員としての関わりはど れていく.そとで施設では.対象者の個別性を十分に配

のようにしていくべきか.処遇職貝の努力 すなわち相 慮した集団生活の展開が求められる.とかく孤立しがち

互人間関係のもち方如何によって.対象者が快適な生活 な障害児 者や心を閉ざしがちな老人が，;7.，ムーズに関

が送れるよう その工夫の過程を評価しなくてはならな 係の中に入っていけるような心配りの行き届いた援助が

い. 必要とされる.ごうした援助によって目施設全体の生活

の質が高められていくととになろう.そして対草者相互

@入浴 の育ちあいがうまれ.人間関係の深化と成長が期待され

日常生活動作の自立していない対量者にとって.入浴 るのである。

と排池の問題は重要な課題である。入浴は健康増進.機

能回復にプラスであり，対象者の多くも楽しみとしてい ⑤ 娯楽・文化

る場合が多い.しかし施設側の管理，設備.職員数等の 対象者の能力を引き出し.それを高めることによって

制約をう吋.満足を得る入浴の場とするととは難しいの 豊かな心情と社会性を養うことを目的として.各種のプ

が実態である. ログラム活動が実施されている.処遇職員は対象者の自

こうした現実を踏まえながら.プライパシーが尊重さ 主的な参加を促進し，活動を側面から援助するととが求

れ.対象者の身体的状況やニーズに即した入浴となるよ められる.そして一人ひとりの身体的 精神的状況や好

う配慮が求められる.そのためには.浴室・浴槽等のハ みにあった最限の過ごし方を対象者とともに考え.自発

ード苗に対する見直しと，入浴時間.所要時間とそれに 的な余暇活動が行なえるよう.援助しなくてはならな

関わる処遇職員側の援助のあり方・工夫など.ソフト面 い.そのためには.施設の持つ諸機能と 職員のもつ技

の検討が不可欠となる. 能とをフル回転させ.また必要に応じ外部者の補助を受

け，対象者の多様なニーズに積極的に応えると共に.そ

日常生活・習慣のそれぞれの分野を土台にしながら れぞれのもつ感性を存骨に発揮されることが望まれる.

対象者との関わりを拡げていくとと.また日課として毎

回線り返される生活の中で.対車者の人間形成が行なわ @ 家族関係

れていることを確認した上で，毎日の生活をどのように 施設入所によって.家族と離れて生活しているとはい

高めていくかが鍵である.処遇職員の創意工夫に.対象 え，家族との関係のあり方は.対象者にとって大きな影

者の自立がかかっているといっても過言ではないだろ 響を与える.家族との結びつきは 何歳になっても切り

う. 隙すことはできない.施設と家族との聞に，信頼関係を

培うことが処遇にとって重要である.処遇職員は対象者

@コミュニケーション と家族との調盤を行ない.対車者の安定に資するととも

施設利用に至る家庭環境その他の背景は.個々の対車 に家族に対し.対草者の処遇への協力.害加を求めな吋

者によって異なるし.対象者がもっ問題や陣容の重さも ればならない.ファミリー ケースワークの機能を果た

様々である.また入退所の移動も一定でない構成員によ すととが不可欠である。状況によっては対象者の内面に

って組織されている施設集団内において.相互の窓解を 家族の心理像を育むようなアブローチも必要となろう.

深めあい.集団としての機能を高めるにはどのような配

慮が求められょうか. @ 労働

そのために処遇職員は，対象者に対する個別的理解を 労働といっても.日常生活からとれだけを取り出そう

深め 一対ーの人間関係を築くことが必要となる。全体 というのではなく.毎日の生活リズムの中で具体的に身

のパランスに留意しながら.可能な限り個別のニーズに 体を動かすととによって体得するととが重要である。そ

応えていく姿勢を堅持しなくてはならない。処遇職員の れには.対象者の年齢や障害の段階に応じて，処遇職員

受容によって.自我の形成がはかられていくのである. がいろいろと工夫しながら生活の中での役割を与え.そ

施設は集団という生活形態をとる社会である。集団内 れを果たすための場を提供する努力が必要となる.働く

においては.一人のメンバーの態度や行動が他のメンバ 己との意味を.処遇職員が対象者と一緒に実践しながら

ーに彫響を与える一方で，集団内におけるメンパー同士 考えていくととが肝要なのである.

の関係が一人のメンバーの考えや行動に影響を与えると こうした原則は.陣容児・者施設の場合でも同じであ
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る.彼らにとっては 社会的自立のために不可欠な学習 ってきている。

である。個人の能力・特性に合致した活動の場が提供さ 本リ久トは.処遇職員の目を過した評価である点にお

れな付ればならない.児童の場合は遊びそのものが労働 いて.必ずしも客観的なものであるとはいえない。しか

の意味を内包しており.十分な遊びの場を確保するよう し本評価衰を用いることにより.各施設あるいは名処遇

工夫が求められる. 職員がどういう取り組みをしているのかを把握し.共通

に確認しあう情報 資料を提供できると考える。結果を

①性 もとに.職員が処遇上なぜこのようにとらえたかという

性の問題は.人間の根源に関わる問題の一つである. 点を協議する中から，処遇職員聞のサービスの質の差を

だがそれにもかかわらずこれまでは，事後処理的あるい 縮め，全体的に処遇を向上させること.そして処遇の原

は管理的側面からのみ問題とされる ζ とが多く.積極的 点を振り返りながら，各自がそれを改善へのステップと

な取り組みはあまりなされていないのが現状である.対 し かっ処遇チームとして相互に検討できるという効果

謀者のニーズに応える性教育が必要であり.適切なアド が期待できょう。

バイスをもって正しい知識・情報を伝えていく ζ とが大

切である。それには 日常生活での対象者とのふれあい (2) 処遇の枠組の問題点

の中で.タイミングよくあらゆる機会を活用して，個別 処遇の枠組は一つの試案に過ぎない。作成段階を通じ

指導と集団指導を組み合わせながら行なうことが必要 ていくつかの問題点があがっている.簡単にふれておき

で.生きているという託として受容できる ζ とが望まれ たい.

る. 一つには.処遇を客観的にとらえることの困難さに由

とうした方針は.障害児・者，老人の場合も同様であ 来するものである.対象者の快適さと一言に言ってみて

り.性を認めるための雰随気づくりや.きめ細かな配慮 も，それは一人ひとりの対象者の好みや成脊歴に彰響を

をもって対応しなければならない. 受吋るものである。またプライパシーの保隠は施設側の

当然の義務であるが，現実の厳しい制約の中で 確保と

3) 処遇の枠組の意義と謀題 保障の程度はどのレベルに設定されるものであるのか.

(1) 処遇の枠組の意義 そして施設の宿命ともいえる集団生活に対し.集団の快

社会福祉施設職員を取り巻く情勢についてはIで述べ 適さと対象者一人ひとりの快適さとが.いつも調和がと

た通りであるが.ζ れまで考察した日常生活処遇の霊要 れているとは限らないという問題である.集団の利益と

性とをあわせ.処遇の枠組の意義について要点、をまとめ 個人の利益とが相反する場合も.少なくないものと想定

ておきたい. される。また今回は便宜上日常生活・習慣と対入 社会

社会福祉施設にお吋る処遇として.日常生活処遇の意 関係に区分して考えたが.実際的には.両者はオーパー

昧について考察したが.施設においては 日常生活処遇 ラップしているものと考えられる。枠組の根幹について

を古めた茜種のサービスが.職員閣のチームワークによ の検討も必要である.

って提供されるのが特色とされる。日常生活処遇をベ一 二つには.調査上の限界である.たとえ書項目につい

スにしながら.それを通して広く対象者の自己実現を援 て完全になされているとした場合でも.処遇する職員の

助していくととが目的とされる.従って.高度なサーピ 人間性まではほかれないととである.常に対親書の立場

スを提供するととが要請されているが，そのためには常 にたった処遇を実践しているかどうか.処遇職員の資質

に研績を盤ね。レベルアップをはかることが課題とな の問題も看過できない.また本枠組は.施設全体の処遇

る。その場合処遇職員が提供する処遇の中身を客観的に 状況を把握せんとするものである.そのために.対象者

はかるものさしが必要となるが，本研究は.そのような 一人ひとりにとっての処遇の適切さについては.捨象さ

場に望み，処遇にあたる者の側から一つの自己評価用リ れる危険性がある.個別的な評価も併せて考慮する方法

ストを作成したものでゐる. を考案しなければならない.

社会福祉施設が対象者に提供するサービスについて 三つには.調査察に関する問題である.各項目には，

は.各種の施設基準や最低基準に定められている取り決 1.-5.の選択肢が与えられている.選択肢には「むよく

め以外には存在しない.従って国基準の具体化は。各施 なされているから rlJあまりなされていないまでの範囲

設の良識に任せられているといっても過言ではない。そ で意味が付されているカ，との意味合いは，処遇職員ー

とでサービスの中身をチェックする基準の必要性が高ま 人ひとりによって異なってくるととである.つまりどの

一回一
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程度の処遇を r5Jとするのか r3J とするのかについて ければならないのである.資格制度の中で. r介護福祉

は.何ら基準がないことである.全く向じ内容の処遇が 士Jの役割が「社会福祉士」に比べ低く位置づけられる

実践されていたとしても.処遇職員によって見方が正反 イメージが強いことを危倶される.単に上下関係として

対となる場合が十分にあうりる。 とらえるものではないことを十分に認識することが肝要

また，例えば「快適さ J一つを取り上げてみた場合で である.

も，処遇職員によってその感覚は大きく異なるものと推 次いで処遇の向上及び専門性の確保は，研修の強化を

測される.施設だから仕方がないと考えるか，少しでも はかることによってなされる。専門教育の成果を実践に

改善しようと努力するか。との辺りの微妙な速いを数字 生かすには.経験が必要となる.その経験を窓暁あらし

に表わすにはどうすればよいか。今後の検討が必要とさ めるためには.系統だった質の高い研修が準備されな吋

れる. ればならない.また.対象者のニーズの変化や地峡社会

とのように毘てくると 確かに問題が多い枠組である への対応など.今自の社会福祉の動向に却した高い技能

己とは否定しがたい.しかし把握が困難な処遇への一つ が求められている.それへの対応として.現任訓練の計

のアプローチとして回調査を重ねる中から処遇の客観化 画的実施が必要である.日常業務の中でケ-;1..研究やス

への考察を深めたいと考えている.それによって.今日 ーパービジョンが定期的に実施され.処遇職買の成長と

の施設福祉サービスの特性を.一部分でも解明するのが 専門技術の向上が果たせるよう，体系的な整備が求めら

目様である.また主観的色%の強い調査方法といわざる れている。

をえないが，少なくとも調査に望むととが，処遇の見直

しにつながっていくことは期待できるのではなかろう IV 社会福祉施設の体系上の課題

カ". 

社会福祉全体の中で，施設福祉の果たしてきた役割は

111 処遇職員をめぐる課題 大きく.今後.在宅福祉サービスの拠点としての役割が

期待されている.しかし現在の施設体系のあり方に い

ζ れまで述べてきたように，処遇向上の基底には，処 くつかの問題点が指摘されている.検討課題を古品二点

過職員一人ひとりの資質の向上は欠かすことのできない について簡単にまとめておきたい。

条件である.処遇職員の専門性のアップなくして.社会 第一点は.表 lにみた通り施設種別が対望者の問題や

福祉サービスの発展はありえない. 障害別に細分化され それぞれに施設の目的や対車が規

社会福祉専門職制度の確立が長年の要望であったが， 定されていることに由来する問題である.このために霊

昭和62年 5月21目『社会福祉士及び介護福祉士法』が成 視の問題を抱えた対象者や，ボーダーラインにある対量

立 平成 2年には二度目の国家試験による社会福祉士及 者は該当する施設がないという理由から.時として利用

び介護福祉士の誕生をみた。本制度の成立経過やその聞 が認められないケースが惹起しているととである.また

題点については多くの論者によって述べられているが 年齢と問題及び障害の程度別の等質的集団のため.専門

特に現在の他の職種一保母・指導員などとの関係が不明 的援助の提供には有効であるが，ノーマライゼーシヨン

確であることなど.残された課題は歩なくない。しかし の理念に照らした場合 対象者の発達保障や社会性の体

何よりも問題とされるのは 現場においては「社会福祉 得に関し.問題なしとはいえない.さらに陣容児 者施

士」と「介綾福祉士Jとの相互関係づくりであり.それ 設の場合に顕著であるように.たとえ 15歳からの利用や

ぞれの独自性がどのような形で実践されていくのかにつ 18歳を超過した場合の措寵継続が認められている場合に

いて注視していく必要があろう。法の中では.社会福祉 おいても 処遇の連続性や専門性の継続に一貫性が欠如

士は 施設入所者の相談に応じ.助言・指導にあたると する危険がつきまとう。そこでとれに対する一つの方策

とを主な職務内容とするととが規定されているが.実務 として考えられるのが，一法人複数施設種別の週営上の

上それだけを抽出することは困難である.対象者と生活 課題を念頭におきつつ.地域(市区町村レベル)のネッ

の場を共有しながら仕事を進める上で.生活の営みその トワークの組み方とその速営展開の創意工夫である。対

ものの過程で.相談・助言・指導に当たる場合が多い己 象者が居住してきた地域内の施設において，継続したト

とから 日常的生活処遇を軽視するととはできない.む ータルな援助を受吋るようなシステムを形成することが

しろ日常的生活処遇とケースワークなどの専門技術援助 目的であり，対象者にとっては住み慣れた地域から離れ

とは不可分の関係にあり.両者の統合こそが追求されな ることなく生活するととができる。 ζ れは施設と地域と
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の棺互逃続性のあり方を考える一つの方法でもあるが， 私の関係機関との連絡調整のもと その具現化が急がれ

対象者の社会福祉サービスへのアクセスピリティ在高め る。本研究においても，地域ケアシステムの確立にむけ

る観点からも当然ではなかろうか. て，実証的研究を重ね 一つのモデルを提示したいと考

第二点は 施設の適正配置に関する問題である.長年 えている.その具体化の一つを模索する意味を古めて次

にわたり唱えられてきた問題であるが.他施設との調整 年度は，総合施設(一法人多種施設)を対象にリストの

や地域住民の施設設置への感情，地価の高騰などによ 標準化をはかるべく思料している.

り.ますます実現が困難になりつつある.施設が地域の

資源であることを考えると，客観的な分析に基づく考察 【引用文献]

により，適正配置の促進が望まれる。今後は施設の小規 1)吉本 充賜『障害者施設職員の処遇観と障害者観」

模化や，機能の適正化・分散化により検討されることに 『福島県立会津短期大学学報第42号A(1985) PP. 160-169 

なろうが，福祉歯の設定とあわせ.市区町村単位での体 2)小田 兼三訳『ソーシャル・ワーカー=役割と任務

制が求められる。地域での福祉ニーズ充足にむけて.公 英国パークレイ委員会報告A (全社協 1984) P93 
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